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１．計画策定の目的 

この計画は、平成 28 年８月策定（平成 30 年 10 月改訂）の「公共施設マネジメン

トの推進に係る基本方針（八戸市公共施設等総合管理計画）」（以下「基本方針」とい

う。）に基づき、公共施設等の更新、統廃合及び長寿命化等を計画的に行い、財政負担

の軽減・平準化と施設の最適な配置に取り組んでいくため、八戸市内の道路の標識及

び照明施設（以下、「小規模附属物」という。）の総合的かつ計画的な管理に関する取

組方針及び具体的な取組内容を定めるものである。 

 

２．施設の概要 

本計画の対象となる小規模附属物は、市が所有かつ管理するものであり、道路標識

が266基、道路照明灯が3,287基（車道照明2,871基、歩道照明416基）である。 

なお、各施設の詳細は、次のとおりである（表１、図１、図２のとおり）。 

 

施設名 種類 型式 
数量 

（基） 

所在地（内訳） 

西部 中部 東部 南部 

道路標識 片持式 Ｆ型 114 30 44 31 9 

    逆Ｌ型 150 24 36 47 43 

  添架式 － 2 0 0 2 0 

  小 計 266 54 80 80 52 

道路照明灯 車道照明 直線型 703 300 201 180 22 

    逆Ｌ型 2,056 500 681 672 203 

    Ｙ型 14 5 8 1 0 

    添架式 98 7 18 72 1 

  小 計 2,871 812 908 925 226 

  歩道照明 － 416 68 124 222 2 

  小 計 3,287 880 1,032 1,147 228 

小規模附属物計 3,553 934 1,112 1,227 280 

【表１ 対象施設一覧】 

 

    

Ｆ型

42.9%
逆Ｌ型

56.3%

添架式

0.8%

道路標識 N=266基

直線型

21.4%

逆Ｌ型

62.5%

Ｙ型

0.4%

添架式

3.0%

歩道照明

12.7%

道路照明灯 N=3,287基

【図１ 対象施設割合】 
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【図２ 対象施設位置図】 
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３．管理運営体制 

各施設の管理運営は、市が道路管理者となり、直営で行っている。 

 

４．現状と課題 

‘（１）概 要 

市内の小規模附属物は3,500基を超え、設置から相当年数が経過しているもの

と推測される。このうち、部材の劣化のため、135基（道路標識５基､道路照明灯

130 基）が早急な対策が必要となっている。今後は、さらに老朽化が進行すると

推測されることから、後述のメンテナンスサイクル（Ｐ９）に基づく適切な時期

に点検及び診断を行い、その結果を踏まえた計画的な維持管理が必要である。 

 

（２）施設の点検結果 

令和元年度及び令和２年度に実施した部位毎の点検結果は、次のとおりである

（表２、図３、図４）。 

健全性の判定が「Ⅲ：施設の倒壊、落下等のおそれあり」であったものは、道

路標識266基のうち、本体及び支柱基部は各１基（0.4％）、接続部は３基（1.2％）、

また、道路照明灯3,287基のうち、本体は85基（2.6％）、接続部は30基（0.9％）、

支柱基部は20基（0.6％）となっている。 

※判定区分については、Ｐ９【表８詳細点検の判定区分】を参照。 

 

施設名 部位名 

健全性の判定 

点検実施時期 Ⅰ 

(異常無し) 

Ⅱ 

(経過観察必要) 

Ⅲ 

(倒壊・落下の 

おそれあり) 

計 

道路標識 

本体 221 44 1 266 

令和元年９月～11月、 

令和２年11月～12月 

接続部 245 18 3 266 

支柱基部 245 18 1 264 

道路照明灯 

本体 2,719 483 85 3,287 

接続部 2,681 576 30 3,287 

支柱基部 2,907 254 20 3,181 

※添架式の場合は、支柱基部の判定は無し。 

【表２ 定期点検の結果】 
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【図３ 道路標識の部位別判定の割合】 

 

    

【図４ 道路照明灯の部位別判定の割合】 

 

５．計画期間 

令和２年度から令和11年度までの10年とする。 

 

６．施設の維持管理に関する取組 

基本方針５．（３）「公共施設等の管理に関する基本方針」及び（４）「基本方針に基

づく取組」に基づき、後述の７．「メンテナンスサイクル」を計画的に実施することに

より、施設の保全及び長寿命化を図るため、次のとおり取組を進める。 

また、小規模附属物の特性に応じ、長寿命化を意識した対策を検討し、効率的かつ

効果的な維持修繕を実施する。 

 

 

Ⅰ221基

(83.1%)

Ⅱ44基

(16.5%)
Ⅲ1基

(0.4%)

本体 N=266基

Ⅰ245基

(92.1%)

Ⅱ18基

(6.8%)
Ⅲ3基

(1.1%)

接続部 N=266基

Ⅰ245基

(92.8%)

Ⅱ18基

(6.8%)
Ⅲ1基

(0.4%)

支柱基部 N=264基

Ⅰ2719基

(82.7%)

Ⅱ483基

(14.7%)

Ⅲ85基

(2.6%)

本体 N=3,287基

Ⅰ2681基

(81.6%)

Ⅱ576基

(17.5%)

Ⅲ30基

(0.9%)

接続部 N=3,287基

Ⅰ2907基

(91.4%)

Ⅱ254基

(8.0%)
Ⅲ20基

(0.6%)

支柱基部 N=3,181基
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（１）優先順位の考え方 

施設の健全性について、［Ⅲ（早急な対策）］もしくは［Ⅱ（計画的な対策）］

と判定した場合は、路線の重要度及び施設の特性の高低に応じて判定する（表３）。

なお、[Ⅰ（対策不要）]と判定した場合であっても、随時状況を監視していくこ

ととする。 

 

 
【表３ 優先順位付けのイメージ】 

 

（２）健全性の判定 

メンテナンスサイクルに基づく点検及び診断による健全性の判定について、道

路標識については、令和元年９～10 月の点検及び令和２年 11～12 月の点検のい

ずれにおいても、一部の施設が「Ⅱ：経過観察の必要あり」又は「Ⅲ：施設の倒

壊、落下等のおそれあり」と判定されている。 

また、道路照明灯については、令和元年９～10月の点検において、半数以上は

「Ⅰ：異常なし」とされている一方、「Ⅱ：経過観察の必要あり」又は「Ⅲ：施

設の倒壊、落下等のおそれあり」と判定されているものもあり、また、令和２年

11～12月の点検においては、一部地域の道路照明灯において、「Ⅲ：施設の倒壊、

落下等のおそれあり」と判定されているものが多数ある。 

特に、135 基で施設の健全性が「Ⅲ」と判定されたことから、路線の重要度、

施設の特性に応じ計画的に修繕を行うこととする。（詳細については、参考資料

を参照） 

対策の緊急性 早急な対策 計画的な対策 対策不要

施設の健全性 Ⅲ Ⅱ Ⅰ

路線の重要度

　・道路幅員

　・緊急輸送道路

　・避難路 etc.

施設の特性

　・人口集中地区

　・立地環境 etc.

対策実施優先度

高　⇔　低 高　⇔　低

高　⇔　低 高　⇔　低

状況を監視

高 低
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（３）重点的な取組項目 

①安全性の確保 

小規模附属物は不特定多数の者が利用するインフラであることから、点検をは

じめとするメンテナンスサイクルにより、老朽箇所や危険箇所等を確実に把握し

た上で適切な修繕等を行うことにより、施設の安全性を確保する。 

②長寿命化の推進 

メンテナンスサイクルにおける事後保全的な維持管理に加え、予防保全の視点

に立った維持管理並びに計画的な工事及び修繕を進めることで、施設の長寿命化

を推進する。 

 

７．メンテナンスサイクル 

（１）基本的な方針 

まず、点検について、国が策定する「総点検実施要領（案）【道路標識、道路

照明施設、道路情報提供装置編】」（平成 25 年２月国土交通省道路局）、「小規模

附属物定期点検要領」（平成 29 年３月国土交通省道路局）に基づき、概ね 10 年

に１回の頻度で詳細点検を実施し、部位毎に施設の状況を３段階で判定する。ま

た、詳細点検を補完する目的で概ね５年に１回の頻度で中間点検を実施し、異常

を把握し対策の要否を判定する。（図－５）。 

その後、点検・診断の結果に基づき、必要な措置を適切な時期に講ずるととも

に、一連の状況を記録するというメンテナンスサイクルにより維持管理を行うこ

とで、施設の長寿命化を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）詳細点検（点検及び診断） 

詳細点検は、小規模附属物の変状を発見し、その程度を把握することを目的に

実施するもので、概ね10年に１度の頻度で近接目視により行うことを基本とし、

点 検 

記 録 診 断 メンテナンスサイクル 

措 置 

【図５ メンテナンスサイクルのイメージ図】 
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必要に応じて触診や打音検査等の非破壊検査を併用する。 

点検により把握された変状は、３段階の判定区分により分類し、点検結果を踏

まえ、必要に応じて応急措置を実施する（表４）。 

 

区分 状  態 

Ⅰ 異常なし 

Ⅱ 経過観察の必要あり 

Ⅲ 施設の倒壊、落下等のおそれあり 

【表４ 詳細点検の判定区分】 

 

（３）中間点検（対策の要否） 

中間点検は、小規模附属物の詳細点検を補完する目的に実施するもので、概ね

５年に１度の頻度で外観目視により異常の有無を確認することを基本とし、必要

に応じて応急措置を実施する。 

判定は、点検により発見された損傷内容について、部位毎、変状内容毎に対策

の要否を判定する。（表５）。 

 

区 分 状  態 

要 変状あり 

否 変状なし 

【表５ 中間点検の判定区分】 
 

※詳細については、「総点検実施要領（案）【道路標識、道路照明施設、道路情

報提供装置編】」（平成 25 年２月国土交通省道路局）、「小規模附属物定期点

検要領」（平成29年３月国土交通省道路局）を参考として実施。 

 

（４）その他の点検 

詳細、中間点検のほか、小規模附属物の変状を発見し、その程度を把握する目

的として、道路パトロール（通常巡回）に併せて実施する日常点検、日常点検に

より変状や異常が発見された場合に実施する異常時点検、事故や自然災害等が発

生した場合に実施する臨時点検を適宜実施する。 

これらの点検を組み合わせて実施することにより、変状等を早期に把握する。 

 

（５）措置 

点検及び診断に基づき、施設の効率的な維持及び修繕のために必要な措置を講

じる。 
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健全性が「Ⅲ」の場合は、適切な修繕工事、撤去、更新等を行う必要があるが、

措置を実施するまでの期間、定期的あるいは常時の監視を行い、変状の挙動を把

握するものとする。 

健全性が「Ⅱ」の場合は、定期的に監視を行い、程度に応じて予防保全対策を

講じる。 

 

（６）記録 

点検及び診断の結果並びに措置の内容は、点検調書等に記録し、メンテナンス

サイクルの基盤とする。また、小規模附属物が供用されている期間中は、記録を

保存する。 

 

施設名 

点検及び修繕計画 

初年度 

1年後 2年後 3年後 4年後 

5年後 

6年後 7年後 8年後 9年後 詳細点検

結 果 

中間点検 

結 果 

小規模附属物Ａ 健全性Ⅲ 対策 ― ― ― 否 ― ― ― ― 

小規模附属物Ｂ 健全性Ⅱ 監視 ― ― ― 要 対策 ― ― ― 

小規模附属物Ｃ 健全性Ⅰ ― ― ― ― 要 監視 ― ― ― 

小規模附属物Ｄ 健全性Ⅰ ― ― ― ― 否 ― ― ― ― 

【表６ 健全性による小規模附属物維持管理計画のイメージ】 

 

８．取組内容及び実施時期 

（１）点検の実施サイクル 

施設の状態は、経年劣化等により刻々と変化することから、点検から診断、措

置、記録までの１サイクルを５箇年と設定する（表７）。 

 
 

施設名 R元 
計画期間 

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 

小規模附属物① 〇 － － － － 〇 － － － － 〇 

小規模附属物② － ○ － － － － ○ － － － － 

（○：点検実施年度） 

【表７ 対象施設における点検のサイクル】 
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（２）各種費用 

①点検費用 

点検の費用は、令和元年度に約43,700千円、令和２年度に約35,400で実施し

ていることから、計画期間中では２回の点検を要し、合計約158,200千円が必要

と試算される（表８）。 
 

項 目 費 用 内訳 

点検費用 

(経常的経費) 
158,200千円 

小規模附属物①：43,700千円×2回＝87,400千円 

小規模附属物②：35,400千円×2回＝70,800千円 

 

【表８ 点検費用の試算】 

 

②対策費用 

点検結果に基づき措置に必要とされる対策費用は、健全性が「Ⅰ」へ戻るよう

な措置に要する費用を算出する。 

健全性が「Ⅲ」である134基は、対策が必要な部位によって金額が大きく変動

するが、１基当たり約1,400千円と仮定し187,600千円が必要と試算される（表

９）。 

なお、措置は、健全性の判定及び優先順位に基づき、特定の年度に集中するこ

とを避け、対策費用の平準化を図る。 
 

項 目 費 用 備 考 

対策費用 

(臨時的経費) 
187,600千円 1,400千円/基×134基＝187,600千円 

【表９ 対策費用の試算】 

 

９．計画のフォローアップ 

（１）計画のフォローアップ 

定期的（１年に１回）に、工事及び修繕の実績を把握・分析し、今後想定され

る費用や使用目標年数を見直すとともに、社会情勢の変化も踏まえながら、大き

な状況変更等があった場合には、必要に応じて計画の見直しを行う。 

なお、概ね５年に一度の点検等の結果を踏まえ、必要に応じて適宜計画を見直

すことで、実態に即した計画に更新する。 

 

（２）その他 

当計画は、令和３年３月31日から実施する。 
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[参考資料] 

 

１ 対策が必要な小規模附属物（道路標識）一覧 
 

（１）点検年月：令和元年９月～11月 

①道路小規模附属物点検（道路標識）一覧表【Ⅲ判定】 点検年月：令和元年９月～11月

中-1 387 本八戸駅沼館線 0387-0003 八戸市城下四丁目 1 22 1 1 1

中-2 1024 根城前田線 1024-0002 八戸市大字長苗代字前田 1 20 1 1 1

東-1 244 階上道線 0244-0002 八戸市大字鮫町字山四郎蒔目 1 10 1 1 1

東-2 1201 八戸福地線 1201-0001 八戸市大字是川字小峠 1 10 1 1 1

総数 1 3 0 4 1 2 1 0 2 2 3 0 1

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ

判定結果 判定結果 判定結果

Ⅱ Ⅲ

Ｆ
型

逆
Ｌ
型

片持式

添
架
式

本体 接続部 支柱基部

点検部位名

地区
路線
番号

基　本　情　報

優先順

位総合

評定

a+b+c+

d+e+f

点検結果

路　線　名 管理番号 所　在　地

形式

 

 

（２）点検年月：令和２年11月～12月 

②道路小規模附属物点検（道路標識）一覧表【Ⅲ判定】 点検年月：令和２年11月～12月

南 11-002 島守・不習線 1002-0002 八戸市南郷大字島守字不習 1 8 1 1 1

総数 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0

地区
路線
番号

基　本　情　報

優先
順位
総合

評定
a+b+

c+d+
e+f

点検結果

路　線　名 管理番号 所　在　地

形式

片持式

添
架
式

本体 接続部 支柱基部

点検部位名

Ｆ
型

逆
Ｌ

型

判定結果 判定結果 判定結果

Ⅱ ⅢⅠ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ
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２ 対策が必要な小規模附属物（道路照明灯）一覧 
 

（１）点検年月：令和元年９月～11月 

①道路小規模附属物点検（道路照明灯）一覧表【Ⅲ判定】 点検年月：令和元年９月～10月

西-1 1050 石堂河原木6号線 031601 八戸市下長五丁目 1 10 1 1 1

西-1 5-064 多賀台2号線 060353 八戸市多賀台三丁目 1 8 1 1 1

西-1 5-064 多賀台2号線 060310 八戸市多賀台二丁目 1 6 1 1 1

西-2 4-058 尻内河原線 031762 八戸市大字長苗代字化石 1 6 1 1 1

中-1 383 沼館小田線 051597 八戸市八太郎三丁目 1 18 1 1 1

中-1 383 沼館小田線 039030-3 八戸市下長五丁目 1 18 1 1 1

中-1 467 沼館城下1号線 042016 八戸市城下二丁目 1 16 1 1 1

中-1 491 小中野北1号線 042247 八戸市柏崎四丁目 1 10 1 1 1

中-1 491 小中野北1号線 040858 八戸市柏崎五丁目 1 12 1 1 1

中-1 491 小中野北1号線 040859 八戸市柏崎五丁目 1 12 1 1 1

中-1 491 小中野北1号線 042249 八戸市柏崎五丁目 1 12 1 1 1

中-1 699 南横町線 109006-13 八戸市大字湊町字柳町 1 18 1 1 1

中-1 768 類家1号線 101225 八戸市青葉二丁目 1 16 1 1 1

中-1 769 類家2号線 160473 八戸市類家三丁目 1 14 1 1 1

中-1 965 高架側道南3号線 100646 八戸市小中野四丁目 1 10 1 1 1

中-1 966 高架側道南4号線 100934 八戸市小中野七丁目 1 10 1 1 1

中-2 126 鳥屋部町線 160725 八戸市大字鳥屋部町 1 14 1 1 1

中-2 126 鳥屋部町線 160726 八戸市大字鳥屋部町 1 14 1 1 1

中-2 142 停車場上線 010317 八戸市大字十三日町 1 16 1 1 1

中-2 142 停車場上線 010318 八戸市大字堤町 1 16 1 1 1

中-2 142 停車場上線 010316 八戸市大字番町 1 16 1 1 1

中-2 143 停車場下線 100109 八戸市大字常海町 1 12 1 1 1

中-2 404 本八戸駅沼館2号線 040207 八戸市城下二丁目 1 14 1 1 1

中-2 404 本八戸駅沼館2号線 040229 八戸市城下二丁目 1 14 1 1 1

中-2 404 本八戸駅沼館2号線 042207 八戸市城下三丁目 1 14 1 1 1

中-2 404 本八戸駅沼館2号線 040295 八戸市城下三丁目 1 14 1 1 1

中-2 692 柳町根城線 101248 八戸市小中野三丁目 1 20 1 1 1

中-2 692 柳町根城線 100585 八戸市小中野三丁目 1 20 1 1 1

中-2 692 柳町根城線 162301-1 八戸市柏崎二丁目 1 18 1 1 1

中-2 692 柳町根城線 162301-8 八戸市大字類家字堤端 1 18 1 1 1

中-2 692 柳町根城線 150787 八戸市大字類家字堤田 1 18 1 1 1

中-2 692 柳町根城線 150786 八戸市大字類家字堤田 1 18 1 1 1

中-2 692 柳町根城線 150785 八戸市大字類家字堤田 1 18 1 1 1

中-2 692 柳町根城線 162305-8 八戸市大字糠塚字下道 1 16 1 1 1

中-2 692 柳町根城線 162307-7 八戸市大字糠塚字平中 1 16 1 1 1

中-2 692 柳町根城線 020061 八戸市根城八丁目 1 20 1 1 1

東-1 717 下大久保佐部長根線 111614 八戸市大字大久保字下長根 1 14 1 1

東-1 717 下大久保佐部長根線 111612 八戸市大字大久保字野馬小屋 1 14 1 1

東-1 718 柳町塩入線 109008-9 八戸市大字湊町字柳町 1 12 1 1 1

東-1 1157 岬台1号線 129007-1 八戸市岬台一丁目 1 12 1 1 1

東-1 1157 岬台1号線 129007-2 八戸市岬台一丁目 1 12 1 1 1

東-1 1157 岬台1号線 129005-1 八戸市岬台三丁目 1 12 1 1 1

東-1 1158 岬台2号線 129002-3 八戸市岬台二丁目 1 12 1 1 1

東-1 1498 西ノ平大塚線 140494 八戸市大字大久保字大塚 1 8 1 1 1

東-2 7293 新都市64号線 019032-7 八戸市西白山台四丁目 1 12 1 1 1

東-2 7394 新都市147号線 019041-3 八戸市西白山台四丁目 1 8 1 1 1

東-2 8003 旭ヶ丘3号線 141343 八戸市旭ケ丘四丁目 1 10 1 1 1

南 2-009 島守是川線 152885 八戸市南郷大字島守字駒峰 1 8 1 1 1

南 11-002 島守・不習線 170294 八戸市南郷大字島守字白山 1 8 1 1 1

南 11-008 頃巻沢・島守線 170206 八戸市南郷大字頃巻沢字下頃巻沢 1 8 1 1 1

総数 3 44 1 2 0 50 33 4 13 19 12 19 25 4 19

地区
路線
番号

基　本　情　報

優先順

位総合

評定
a+b+c+d

+e+f

点検結果

路　線　名 管理番号
所　在　地

(※GISによる土地所在地)

種類／形式

車道照明

歩

道
照

明

本体 接続部 支柱基部

点検部位名

直

線

型

逆

Ｌ

型

Ｙ

型

添

架

式

判定結果

Ⅲ

判定結果

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ

判定結果

Ⅰ Ⅱ Ⅲ
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（２）点検年月：令和２年11月～12月 

②道路小規模附属物点検（道路照明灯）一覧表【Ⅲ判定】 点検年月：令和２年11月～12月

西-1 1104 河原木緑道1号線 031547-1 八戸市下長三丁目 1 8 1 1 1

西-1 1104 河原木緑道1号線 031547-2 八戸市下長三丁目 1 8 1 1 1

西-1 1104 河原木緑道1号線 031537-1 八戸市下長二丁目 1 8 1 1 1

西-1 1104 河原木緑道1号線 031537-2 八戸市下長二丁目 1 8 1 1 1

西-1 1105 河原木緑道2号線 031571 八戸市下長四丁目 1 8 1 1 1

西-1 1105 河原木緑道2号線 031595-1 八戸市下長四丁目 1 8 1 1 1

西-1 1105 河原木緑道2号線 031595-2 八戸市下長四丁目 1 8 1 1 1

西-1 1105 河原木緑道2号線 031595-3 八戸市下長四丁目 1 8 1 1 1

西-1 1106 河原木緑道3号線 031573-1 八戸市下長四丁目 1 8 1 1 1

西-1 1106 河原木緑道3号線 031573-2 八戸市下長五丁目 1 8 1 1 1

西-1 1106 河原木緑道3号線 031573-3 八戸市下長四丁目 1 8 1 1 1

西-1 1106 河原木緑道3号線 031573-4 八戸市下長五丁目 1 8 1 1 1

西-1 1106 河原木緑道3号線 031602-1 八戸市下長四丁目 1 8 1 1 1

西-1 1106 河原木緑道3号線 031602-2 八戸市下長五丁目 1 8 1 1 1

西-1 1106 河原木緑道3号線 031603-2 八戸市下長四丁目 1 8 1 1 1

西-1 1106 河原木緑道3号線 031603-3 八戸市下長五丁目 1 8 1 1 1

西-1 1107 河原木緑道4号線 041817-0 八戸市石堂四丁目 1 8 1 1 1

西-1 1107 河原木緑道4号線 041817 八戸市石堂四丁目 1 8 1 1 1

西-1 1107 河原木緑道4号線 (仮)041827-0A 八戸市下長六丁目 1 8 1 1 1

西-1 1107 河原木緑道4号線 041827-1 八戸市下長六丁目 1 8 1 1 1

西-1 1107 河原木緑道4号線 (仮)041827-0B 八戸市石堂四丁目 1 8 1 1 1

西-1 1108 河原木緑道5号線 041819-1 八戸市石堂四丁目 1 8 1 1 1

西-1 1108 河原木緑道5号線 041819-2 八戸市石堂四丁目 1 8 1 1 1

西-1 1108 河原木緑道5号線 041864-1 八戸市下長六丁目 1 8 1 1 1

西-1 1108 河原木緑道5号線 041864-2 八戸市下長六丁目 1 8 1 1 1

西-1 1108 河原木緑道5号線 041868-1 八戸市下長六丁目 1 8 1 1 1

西-1 1108 河原木緑道5号線 041868-2 八戸市下長六丁目 1 8 1 1 1

西-1 1108 河原木緑道5号線 041931-1 八戸市下長八丁目 1 8 1 1 1

西-1 1108 河原木緑道5号線 041931-3 八戸市下長八丁目 1 8 1 1 1

西-1 1108 河原木緑道5号線 041931-4 八戸市下長八丁目 1 8 1 1 1

西-1 1108 河原木緑道5号線 041939-1 八戸市下長八丁目 1 8 1 1 1

西-1 1108 河原木緑道5号線 041939-2 八戸市下長八丁目 1 8 1 1 1

西-1 1108 河原木緑道5号線 042458-2 八戸市下長六丁目 1 8 1 1 1

西-1 1376 石堂緑道1号線 032022-2 八戸市下長一丁目 1 8 1 1 1

西-1 1376 石堂緑道1号線 032022-3 八戸市下長一丁目 1 8 1 1 1

西-1 1376 石堂緑道1号線 041861-2 八戸市下長一丁目 1 8 1 1 1

西-1 1377 石堂緑道2号線 041719-0 八戸市石堂二丁目 1 8 1 1 1

西-1 1377 石堂緑道2号線 041719-1 八戸市石堂二丁目 1 8 1 1 1

西-1 1377 石堂緑道2号線 041719-3 八戸市石堂二丁目 1 8 1 1 1

西-1 1378 石堂緑道3号線 041634-0 八戸市石堂一丁目 1 8 1 1 1

西-1 1378 石堂緑道3号線 041634-1 八戸市石堂一丁目 1 8 1 1 1

西-1 1378 石堂緑道3号線 041634-6 八戸市石堂一丁目 1 8 1 1 1

西-1 5-066 多賀台4号線 060355-3 八戸市多賀台三丁目 1 6 1 1 1

西-1 5-068 多賀台6号線 060430 八戸市多賀台三丁目 1 8 1 1 1

西-1 5-068 多賀台6号線 060318 八戸市多賀台二丁目 1 6 1 1 1

西-1 5-073 多賀台二丁目5号線 060273 八戸市多賀台二丁目 1 6 1 1 1

西-1 5-075 多賀台二丁目7号線 060280 八戸市多賀台二丁目 1 6 1 1 1

西-1 5-088 市川工業団地1号線 052014-0 八戸市大字市川町字下揚 1 14 1 1 1

西-2 739 卸団地2号線 039009-6 八戸市卸センター一丁目 1 8 1 1 1

西-2 5-032 轟木前轟木前谷地線(長保橋) 060071-1 八戸市大字市川町字轟木前 1 6 1 1 1

西-2 5-039 轟木高屋敷線 060054 八戸市大字市川町字轟木 1 8 1 1 1

中-1 692 柳町根城線(柳橋) 109007-4 八戸市小中野七丁目 1 16 1 1 1

中-1 692 柳町根城線(柳橋) 109007-6 新井田川 1 16 1 1 1

中-1 692 柳町根城線(柳橋) 109007-7 八戸市大字湊町字柳町 1 16 1 1 1

中-1 692 柳町根城線(柳橋) 109007-0 八戸市大字湊町字柳町 1 16 1 1 1

中-1 692 柳町根城線(柳橋) 109008-5 新井田川 1 16 1 1 1

中-1 692 柳町根城線(柳橋) 109008-6 新井田川 1 16 1 1 1

中-1 692 柳町根城線(柳橋) 109008-7 八戸市大字湊町字柳町 1 16 1 1 1

中-1 8-143 塩入橋線(塩入橋) 109009-2 八戸市大字新井田字鷹清水 1 12 1 1 1

中-1 8-143 塩入橋線(塩入橋) 109009-4 八戸市大字新井田字鷹清水 1 12 1 1 1

中-1 8-143 塩入橋線(塩入橋) 109009-5 八戸市大字新井田字塩入下 1 12 1 1 1

中-2 1024 根城前田線(根城大橋) 039007-0 八戸市大字長苗代字化石 1 18 1 1 1

東-1 1489 湊高台緑道5号線 149005-8 八戸市湊高台四丁目 1 10 1 1 1

東-2 2-003 坊坂雲畑線 161757 八戸市大字是川字天狗沢 1 6 1 1 1

東-2 7-230 新都市22号線 020208 八戸市東白山台三丁目 1 6 1 1 1

東-2 7-250 新都市緑道2号線 012592-1 八戸市北白山台四丁目 1 6 1 1 1

東-2 7-253 新都市緑道5号線 011488-2 八戸市北白山台四丁目 1 6 1 1 1

東-2 7-285 新都市緑道17号線 011786-2 八戸市南白山台二丁目 1 6 1 1 1

東-2 7-286 新都市緑道18号線 011785-2 八戸市南白山台二丁目 1 6 1 1 1

東-2 7-318 新都市緑道22号線 020142-0 八戸市北白山台三丁目 1 6 1 1 1

南 12-022 丑木沢・浜梨子森線 171041 八戸市南郷大字市野沢字家口山 1 6 1 1 1

南 13-020 畑・巻河原線 170281 八戸市南郷大字島守字簗瀬 1 6 1 1 1

南 R340 国道340号沿い 170474 八戸市南郷大字中野字大久保 1 16 1 1 1

南 K42 主要地方道名川階上線沿い 170925 八戸市南郷大字島守字梨子ノ久保 1 14 1 1 1

南 K42 主要地方道名川階上線沿い 170292 八戸市南郷大字島守字砂篭 1 14 1 1 1

南 K42 主要地方道名川階上線沿い 170304 八戸市南郷大字島守字砂篭 1 14 1 1 1

南 K42 主要地方道名川階上線沿い 170305 八戸市南郷大字島守字砂篭 1 14 1 1 1

南 K42 主要地方道名川階上線沿い 170310 八戸市南郷大字島守字砂篭 1 14 1 1 1

南 K138 県道島守八戸線沿い 170311 八戸市南郷大字島守字十文字 1 10 1 1 1

南 K138 県道島守八戸線沿い 170313 八戸市南郷大字島守字十文字 1 10 1 1 1

総数 7 29 0 0 44 80 3 5 72 27 42 11 62 17 1

Ⅰ Ⅱ ⅢⅡ Ⅲ Ⅰ Ⅱ

判定結果
直
線

型

逆
Ｌ

型

Ｙ

型

添
架

式

判定結果 判定結果

ⅢⅠ

点検部位名

点検結果

地区
路線
番号

路　線　名 管理番号
所　在　地

(※GISによる土地所在地)

種類／形式

基　本　情　報

優先順

位総合

評定
a+b+c+d

+e+f

車道照明

歩
道
照
明

本体 接続部 支柱基部

 


